
国立大学法人岡山大学職員初任給調整手当支給内規

平成２８年１１月２９日

学 長 裁 定

改正 平 成 ３ ０ 年 １ 月 ３ ０ 日

改正 平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

国立大学法人岡山大学職員給与規則（平成１６年４月１日岡大規則第１４号。以下「給

与規則」という。）第１２条に定める初任給調整手当の支給については，別に定める場合

を除き，この内規の定めるところによる。

給与規則第１２条第３項の初任給調整手当額表は，次表のとおりとする。

期 間 の 区 分 手 当 額
１ 年 未 満 ５０，８００ 円
１年以上 ２年未満 ５０，８００
２年以上 ３年未満 ５０，８００
３年以上 ４年未満 ５０，８００
４年以上 ５年未満 ５０，８００
５年以上 ６年未満 ５０，８００
６年以上 ７年未満 ４９，０００
７年以上 ８年未満 ４７，２００
８年以上 ９年未満 ４５，４００
９年以上１０年未満 ４３，６００

１０年以上１１年未満 ４１，８００
１１年以上１２年未満 ４０，０００
１２年以上１３年未満 ３８，２００
１３年以上１４年未満 ３６，４００
１４年以上１５年未満 ３５，０００
１５年以上１６年未満 ３３，６００
１６年以上１７年未満 ３２，２００
１７年以上１８年未満 ３０，８００
１８年以上１９年未満 ２９，４００
１９年以上２０年未満 ２８，０００
２０年以上２１年未満 ２６，６００
２１年以上２２年未満 ２６，０００
２２年以上２３年未満 ２５，４００
２３年以上２４年未満 ２４，４００
２４年以上２５年未満 ２３，８００
２５年以上２６年未満 ２３，２００
２６年以上２７年未満 ２２，６００
２７年以上２８年未満 ２２，０００
２８年以上２９年未満 ２１，２００
２９年以上３０年未満 ２０，９００
３０年以上３１年未満 ２０，５００
３１年以上３２年未満 １９，９００
３２年以上３３年未満 １９，０００
３３年以上３４年未満 １８，１００
３４年以上３５年未満 １７，４００



附 則

この内規は，平成２８年１２月１日から施行する。ただし，この内規の施行の日に在職

する職員については，この内規の規定を平成２８年４月１日から適用する。

附 則

この内規は，平成３０年２月１日から施行する。ただし，この内規の施行の日に在職す

る職員については，この内規の規定を平成２９年４月１日から適用する。

附 則

この内規は，平成３０年１２月１日から施行する。ただし，この内規の施行の日に在職

する職員については，この内規の規定を平成３０年４月１日から適用する。


